
音楽を通した区民の豊かな交流と地域文化の振興に向けて、
区と日本フィルハーモニー交響楽団は1994年（平成6年）７月5日に友好提携を結び、
2024年（令和6年）に30 周年を迎えました。区は練習会場の確保協力などの楽団への支援を行い、
日本フィルは区内で様々な音楽活動を行うことで、区民の皆さんが身近なところで
質の高い文化に触れられる機会を創り出しています。

杉並区区民生活部 文化・交流課

交響詩《鼓吹の桜》管弦楽版初演の様子（令和５年３月）（写真中央：作曲者　福島弘和さん）
交響詩《鼓吹の桜》…区制施行90周年を記念し、日本フィルの協力のもと、福島弘和さんに作曲を依頼し、ふるさと・杉並をイメージ
した記念曲を制作しました。善福寺川の「桜」をイメージした優雅なメロディをメインに、高円寺の阿波おどりや阿佐谷のジャズ
ストリートの要素を織り交ぜ、杉並の風景を描いた曲となっています。
（右2次元コードから、YouTube杉並区公式チャンネルにて、コンサート映像をご覧いただけます。）

こすい

友好提携30周年を迎えました

杉並区 と
日本フィルハーモニー交響楽団
との友好提携

日本フィル
被災地支援
活動への
寄附の方法

スマートフォンやパソコンから
（クレジット・マルチペイメント決済）

方法1

パンフレット下部の「払込取扱票」をご利用ください。
① 金額欄（２か所）：寄付する金額をご記入ください。
② 通信欄：寄附の公表（区広報紙への記載）について、希望される番号に必ず○をつけてください。
③ ご依頼人欄（２か所）：寄付者のご住所、氏名、電話番号をご記入ください。
※払込時に郵便局（ゆうちょ銀行）で受け取った受領証は、税控除を受けるために必要な書類です。大切に保管してください。

払込取扱票で郵便局から（払込手数料不要）
方法2

・所得税、法人税及び相続税については、お住まいの住所を管轄する税務署へ
・個人住民税については、お住まいの区市町村の個人住民税担当課へ
・ワンストップ特例制度については、杉並区ふるさと納税担当へ

税制上の優遇措置に関するお問合せ
杉並区区民生活部文化・交流課　文化振興担当
 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1　
TEL.03-5307-0734（直通）

寄附のお申出・お問合せ

2019年には、被災地のさらなる復興を後押しするため、
東北の内陸部と被害の大きかった沿岸部、あらゆる世代を
音楽で繋ぎ、人と人とのコミュニケーションの場を作る
「東北の夢プロジェクト」を開始しました。沿岸部で郷土
芸能や吹奏楽、学校での文化活動に励む子供たちを内
陸部に招き、オーケストラと共に舞台を作り上げます。
日本フィルはこれからも、各地の自治体や地域コミュニ
ティとの連携をさらに深めながら、このプロジェクトを
実施していきます。 2023年8月  東北の夢プロジェクト2023「楽しいオーケストラ in 岩手」 ©山口敦

ふるさとチョイス 杉並区

「被災地に音楽を」から生まれたコンサート
東北の 夢 プロジェクト

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理しますので、金額
を記入する際は、枠内にはっきりと記入
してください。また、本票を汚したり、折り
曲げたりしないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は郵便局の
払込機能付きＡＴＭでもご利用いただけ
ます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又は郵便局
の渉外員にお預けになるときは、引換えに
預り証を必ずお受け取りください。
・ご依頼人様からご提出いただきました
払込書に記載されたおところ、おなまえ等
は、 加入者様に通知されます。
・この受領証は、払込みの証拠となるもの
ですから大切に保管してください。

この場所には、何も記載しないでください。

発行日：令和6年7月



日本フィルによる
区内での
多彩な音楽活動
区内での演奏活動は年間約50回に上り、友好提携
によって日本フィルの音楽が私達の毎日を彩ります。

年15回

保育園や高齢者
施設など、身近
な地域で開催す
るコンサート。
出張先の公募も
行っています。

二十歳のつどいや
敬老会、音楽鑑賞
教室など、様々な
区の行事で演奏を
行っています。

出張コンサート

いろいろな行事にも

アンサンブルによ
る演奏を通して、
区立小・中学校に
音楽の素晴らしさ
を届けています。

出張音楽教室

普段は一般に公開
されることのない
指揮者とオーケス
トラの練習の様子
を、間近で体験する
ことができます。

©山口敦

公開リハーサル

充実した内容の「日本フィル杉並公会堂シリーズ」や、1975
年から本格的なプログラムと親しみやすい演出で愛され続
ける「夏休みコンサート」、体験型イベント満載の「春休みオー
ケストラ探検（エデュケーション・フェスティバル in 杉並）」
を実施しています。

年9回

平日のランチタイム、区役所ロビーで日本フィルメンバーが
室内楽を奏でます。また、各地域への出張ロビーコンサート
も行っています。

年4回

©山口敦

©山口敦

＊2019年９月から、（株）細田工務店がネーミングライツパートナーとなりました。

オーケストラ
コンサート

ロビーコンサート

年4回

年10回 

日本フィルは、寄附金を利用し東日本大震災直後から区
の交流自治体である福島県南相馬市をはじめ、被災地
の仮設住宅などで音楽による支援活動「被災地に音楽を」
に取り組んできました。この活動は被災者の心のケア
だけでなく、「被災地のコミュニティづくりへの貢献」へと
力強く発展してきています。あなたも日本フィルと共に、
「被災地に音楽を」届けませんか？

石巻市雄勝地区は大きな被害を受け、全ての小・中学校が1つの学校に
統合されました。現在は小・中学生30名余りが学んでいます。震災時に
旧雄勝中学校の校舎に唯一残った「奇跡の桜」と呼ばれる 1本の桜の木を
モチーフにした壁画前で、自然豊かな自分たちの街を大切に想う子ど
もたちが未来に向かって進む後押しとなることを願って演奏しました。

2022年6月 宮城県石巻市立雄勝小・中学校▶

日本フィルの「被災地に音楽を」の活動を
区はふるさと納税を通じて応援します。

日本フィル
ハーモニー
交響楽団
について

　日本フィルハーモニー交響楽団は、1956年 6月に創立されました。初代常任指揮者は楽団創設の
中心となった渡邉曉雄です。
　音楽を通して文化を発信するという信条に基づき、質の高い音楽をお届けする「オーケストラ・コン
サート」、音楽との出会いを広げる「エデュケーション・プログラム」、音楽の力で様々なコミュニティに
貢献する「リージョナル・アクティビティ(地域活動)」という三つの柱で活動を行っています。
　杉並区とは1994年7月に友好提携を結び、これを契機に楽団事務所を杉並区梅里に移転、杉並
公会堂を中心に区内で多彩な活動を展開しています。
　2011年４月からは、東日本大震災の被災地に音楽を届ける「被災地に音楽を」を開始。音楽の力による
支援活動は2023年までの12年間で340回以上を数え、現在も継続しています。
　日本フィルはこれからも杉並公会堂を拠点として地域に密着した音楽活動を幅広く展開し、杉並区民に
クラシック音楽の魅力を伝えていきます。

払 込 取 扱 票 振替払込請求書兼受領証公

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号 東 第 71088 号）

これより下部には何も記入しないでください。

この受領証は、大切に保管してください。
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おなまえ

【個人寄附の場合、この払込は、ふるさと納税です。】
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日本フィル被災地支援活動へ、上記金額を寄附します。

※寄附の公表について、 いずれかに◯を付けてください。

　 　1 . 氏名・金額を希望　　　　 2 . 氏名のみ希望　　　　 3 . 希望しない

※個人寄附か団体寄附か、いずれかに○を付けてください。

　 　1 . 個人寄附　　　　 2 . 団体寄附


